
昭和４８年職厚－９０５ 新旧対照表（平成２１年職補－５９関係）

改 正 後 現 行

第９ 休業補償関係 第９ 休業補償関係

１～４ （略） １～４ （略）

５ 離職後において、療養のため通院すること ５ 離職後において、療養のため通院すること

により１日の一部に勤務することができない により１日の一部に勤務することができない

時間がある場合の休業補償の金額は、平均給 時間がある場合の休業補償の金額は、平均給

与額の１００分の６０に相当する額を７．７ 与額の１００分の６０に相当する額を８で除

５（平成２１年３月３１日以前の日について して得た額にその時間（１時間未満の端数が

は８）で除して得た額にその時間（１時間未 あるときは、これを切り捨てる。）を乗じて

満の端数があるときは、これを切り捨てる。 得た金額とする。

）を乗じて得た金額とする。

６・７ （略） ６・７ （略）

第１４の２ 在外公館に勤務する職員又は公務で 第１４の２ 在外公館に勤務する職員又は公務で

外国旅行中の職員の特例関係 外国旅行中の職員の特例関係

１ 規則１６－２第２条第１項（同条第２項に １ 規則１６－２第２条第１項（同条第２項に

おいて準用する場合を含む。）の規定に基づ おいて準用する場合を含む。）の規定に基づ

き平均給与額の算定の基礎となる給与の総額 き平均給与額の算定の基礎となる給与の総額

に加える給与の額は、次に掲げる給与の種類 に加える給与の額は、次に掲げる給与の種類

に応じ、１月につき、それぞれ次に掲げる額 に応じ、１月につき、それぞれ次に掲げる額

とする。 とする。

⑴ 俸給の特別調整額 職務の級が行政職俸 ⑴ 俸給の特別調整額 職務の級が行政職俸

給表（一）の７級以上である職員のうち実 給表（一）の５級以上である職員のうち実

施機関が人事院事務総長と協議して定める 施機関が人事院事務総長と協議して定める

者について、給与法の規定が適用されるも 者について、人事院規則９－１７（俸給の

のとした場合に支給されることとなる俸給 特別調整額）第２条第１項又は第２項の規

の特別調整額の額として実施機関が人事院 定を適用したものとした場合に受けること

事務総長と協議して定める額 となる額として実施機関が人事院事務総長

と協議して定める額

⑵ 本府省業務調整手当 給与法の規定が適

用されるものとした場合に支給されること

となる本府省業務調整手当の月額

⑶ 初任給調整手当 在外公館の名称及び位 ⑵ 初任給調整手当 在外公館の名称及び位

置並びに在外公館に勤務する外務公務員の 置並びに在外公館に勤務する外務公務員の

給与に関する法律（昭和２７年法律第９３ 給与に関する法律（昭和２７年法律第９３

号。⑷において「在外給与法」という。） 号。以下「在外給与法」という。）の規定

の規定の適用がないものとした場合に給与 の適用がないものとした場合に給与法の規

法の規定に基づき支給されることとなる初 定に基づき支給されることとなる初任給調

任給調整手当の月額 整手当の月額



⑷ 扶養手当 在外給与法の規定に基づく配 ⑶ 扶養手当 在外給与法の規定に基づく配

偶者手当が支給されている者について、在 偶者手当が支給されている者について、同

外給与法第１５条の規定の適用がないもの 法第１５条の規定の適用がないものとした

とした場合に給与法の規定に基づき支給さ 場合に給与法の規定に基づき支給されるこ

れることとなる配偶者に係る扶養手当の月 ととなる配偶者に係る扶養手当の月額

額

⑸ 地域手当 俸給月額、⑴による額及び扶 ⑷ 地域手当 俸給月額、⑴による額及び扶

養手当の月額（⑷による月額を含む。）の 養手当の月額（⑶による月額を含む。）の

合計額に給与法第１１条の３第２項第１号 合計額に給与法第１１条の３第２項第１号

の１級地に係る支給割合（⑻において「１ の１級地に係る支給割合（⑺において「１

級地支給割合」という。）を乗じて得た額 級地支給割合」という。）を乗じて得た額

⑹・⑺ （略） ⑸・⑹ （略）

⑻ 超過勤務手当 ⑴の俸給の特別調整額が ⑺ 超過勤務手当 ⑴の俸給の特別調整額が

支給されたものとされる者以外の者につい 支給されたものとされる者（⑴による額を

て、給与法第１９条の規定による勤務１時 人事院規則９－１７第２条第１項第２号又

間当たりの給与額（俸給月額に１級地支給 は第２項第２号の規定を適用したものとし

割合を乗じて得た額の地域手当が支給され た場合に受けることとなる額とされた者を

ているものとする。）の１００分の１２５ 除く。）以外の者について、給与法第１９

に２２（平成３年３月以前の月については 条の規定による勤務１時間当たりの給与額

１８、同年４月から平成１６年３月までの （俸給月額に１級地支給割合を乗じて得た

間の各月については２１）を乗じて得た額 額の地域手当が支給されているものとする

（国家公務員法第８１条の５第１項に規定 。）の１００分の１２５に２２（平成３年

する短時間勤務の官職を占める職員（以下 ３月以前の月については１８、同年４月か

「再任用短時間勤務職員等」という。）、 ら平成１６年３月までの間の各月について

国家公務員の育児休業等に関する法律（平 は２１）を乗じて得た額（国家公務員法第

成３年法律第１０９号。以下「育児休業法 ８１条の５第１項に規定する短時間勤務の

」という。）第１３条第１項に規定する育 官職を占める職員（以下「再任用短時間勤

児短時間勤務職員及び育児休業法第２２条 務職員等」という。）、国家公務員の育児

の規定による短時間勤務をしている職員に 休業等に関する法律（平成３年法律第１０

ついては、実施機関が人事院事務総長と協 ９号。以下「育児休業法」という。）第１

議して定める額） ３条第１項に規定する育児短時間勤務職員

及び育児休業法第２２条の規定による短時

間勤務をしている職員については、実施機

関が人事院事務総長と協議して定める額）

２ （略） ２ （略）

第１８ 福祉事業関係 第１８ 福祉事業関係

１～４ （略） １～４ （略）

５ 休業援護金の取扱いについては、次による ５ 休業援護金の取扱いについては、次による

。 。



⑴ （略） ⑴ （略）

⑵ 規則１６－３第１３条の「人事院が定め ⑵ 規則１６－３第１３条の「人事院が定め

る額」は、次に掲げる職員の区分に応じ、 る額」は、次に掲げる職員の区分に応じ、

次に掲げる額とする。 次に掲げる額とする。

ア 休業補償を受ける職員 次に掲げる場 ア 休業補償を受ける職員 次に掲げる場

合に応じ、次に掲げる額 合に応じ、次に掲げる額

(ｱ)・(ｲ) （略） (ｱ)・(ｲ) （略）

(ｳ) 離職後において療養のため通院する (ｳ) 離職後において療養のため通院する

ことにより１日の一部に勤務すること ことにより１日の一部に勤務すること

ができない時間がある場合 休業補償 ができない時間がある場合 休業補償

に係る平均給与額の１００分の２０に に係る平均給与額の１００分の２０に

相当する額を７．７５（平成２１年３ 相当する額を８で除して得た額に、そ

月３１日以前の日については８）で除 の時間（１時間未満の端数があるとき

して得た額に、その時間（１時間未満 は、これを切り捨てる。）を乗じて得

の端数があるときは、これを切り捨て た金額

る。）を乗じて得た金額

イ・ウ （略） イ・ウ （略）

６～１６ （略） ６～１６ （略）


